
第2次府中市自殺総合対策計画について

第２次府中市自殺総合対策計画の概要 策定に向けた今後のスケジュール（予定）

令和5年5月～10月

• 5月頃、策定に関する報告及び検討を行う。

• 7月頃、計画（案）を協議会で提示し最終意見をいただく。

令和5年11月～令和6

年2月

• 10月頃、協議会の意見を反映した計画（案）の報告を行う。

• 12月頃にパブリックコメントを実施する。パブリックコメント

の後の協議会で進捗の報告、概要版の作成について報告を行う。

•庁議、議会での報告を行う。

令和6年3月頃完成

•第２次府中市自殺総合対策計画の完成。

•概要版の完成。

法的根拠 自殺対策基本法第13条

計画期間 令和6年度から令和10年度の5年間

数値目標 自殺総合対策大綱に基づき検討していく。自殺総
合対策大綱には平成２７年と比較して３０％以上
減少させると明記されている。

・自殺死亡率16.5→11.6
・自殺死亡者数42人（男33人女9人）

→29人以下（男23人女6人）

市における
第２次計画
の基本的な
考え方

地域の課題を踏まえ、幅広い分野で生きることの
促進因子を増やし、阻害因子を減らすことを通じ
て、生きることの包括的支援を推進する。

【参考】
市における
30％減少した
数値

資料４


